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地方説法違反に対する刑事罰員IJの体来(現行)

違反行為 刑事罰 場参考(行政罰)� 

過少申告昔� 
① 
最

ol雌少申告加算金
(10%、期限内申告税額又は50 
万円のいずれか多い金額を超� 
える線分lま15%)E

偽� 

官自 然防管� 

0単純無申告撰
• 1年以下の懲役又|ま20万円以下の罰金[例:法人事業税]� 

。不織を告加算金
(15%、50万阿波の部分iま� 
20%) 

無|

EZ司 不正行為による溺少-
無申告・受送付� 

。主主鋭君事(脱税犯)� 
• 5生匹以下の懲役若しれま100方向(情状により続税強〉以下の
観念事きしくは科料又jま懲役及び察金を若干科[例:法人俊民税3

• 3年以下の懲役棄ましれま100万河{情状により鋭税毅〉以下の叡� 
雪量又iま併科[例:ま患方たばこ税]� 

。愛知事事会
o数少35%、不織をき40%)

②特別徴収納入金不幸義付
1/。線車 徴収納入金不幸喜付雰

権� 3益事以下の懲役殺しくは50万湾以下の罰金若しくは科料又iま懲役� 
2えび護号室量習を岩持科[1;I/:i密入金戻季語]� 

;③ 
言語� 
釜
. 
徴
i援

活� 
動� 

の
妨
害

申告義者宅援滋 o (主範幸議終康食事事〈事専鑓) ) o (不織を告書話事事金〈湾潟) ) 

識者雇のネ援よ器等� 
o [法廷綴後}主義偽基幹告雰 

1/万円以下の罰金[伊20年以下の脅妻役又!ま1• :法人住民税3

検登拒否毒事
。検号変5意義筆書襲� 

• 1若手以下の懲役又は20万円以下の叡金〔例:法人住民税]
1/万円以下の罰金〔拶10• :地方たばこ税]

滞納処分妨害� 
。滞納処分妨害容罪

• 3年以下の懲役悲しくは50万円以下の罰金又は併科
[例:法人伎災税]

④滞納� 0延滞金
(}政則14.6%) 

11〔注)罰則の法定首 については、昭和56年lこ現行の水準家で苦Ii普Jこげられたが、それ以降見宣されていない。
ただし、軽油習l取税については‘平成光年以降、数次にわたり罰則の引き上げ等の見置しが行われている。(関i丘で!立平成18若手〉



東正の措求について 

or更正ぬ藷求Jrま、申告に罷る税額等が計審議り等とより選大である場合!こ、続税者が揺ら申告内容の議正を
税務室罵に請求できる議料。期簸向。〉議定申告を求める申告験装集i震の銭外。

。違常、章表税者が誤りを発箆ずるのは、次の申告顕であることを諮まえ、現行の更互の議求期開法1年摺とされ

ている。 
O足立途、地方自体の長は5年捕、職権!こより減額重さまを行うことができる。 

0主な更正等の期間制隈

区 分 期間制限(通常の場合) 脱税の場合

課税庁

増 額 更 正 法定申告期隈から 3年(地方法人謀税等については5年)

法定申告期限から 7年

議題更年 法定申告期隈から 5年

結説者

修 正 申 告 法建忠告鎖設から5年

一

更正の請求 法盟申告鶏F長から 1年{後発的事由の場合2J3J

。主}申告納付の地方税の織会について言語講義。 

2 


